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農民の福祉と社会教育

大学院博士課程木村 純

工 農民の福祉の一般的状況

わが国の社会梅枝が、欧米の先進諸留との比較にないて、きわめて立ち遅れたものであるととは

よく知られている事実である。

その念かで、農民の社会福祉はどのよう左状況にあるだろうか。農民の社会篠社、社会保障がい

かKあり、またあるべきかについては、従来、必ずしも明確にされてと念かづたように思う。

福武君主教授は、昭和40年に笑施した調査結果の分析を総括して、次のように述べている。「経

営からみた下層農や第二穏兼業農家の社会保積水準は、か左り都市勤労者のそれK接近しているK

しても、農業生産の中核をに7をう中上履農あるいは専業農家層の社会保障水準は、国民年金、国民

健康保険を中心とするためκ都市勤労者よ b大き〈立ち遅れ{1)Jてなれ「農家らしい農家の社会

保障水準と都市勤労者のそれとの格差は、今念公きわめて大きいといわれをければ念ら左い(2)J 

と。す念わち農民らしい農民が、都市の労働者と同等の社会保障の権利を享受するためには、農民

らしい農民で左くをらねば念らぬというととであれとうした状況は、今日Uてないてもその基本に

公いて変わってはい左h。

戦後、農民生活の個別消費水準の著しい上昇はみられたものの、農家所得が都市労働者の所得を

上回るという関係は、早くも昭和28年に奈って、逆転する。以後、昭和30年から 33年までの

聞についてみると、都市の消費水準は 17 %上昇したのに、農村では 8%V<とすぎず、半分以下にと

どまっていた。国民所得中に占める農業所得の割合は、敗戦直後の8割強から、 33年Kは 13. 8 

%へと低下した。とのよう左状況をしてはじめて、農業基本法K農民徳社向上をかかげされる ζ と

K左ヴた。

紹和36是正に成立した農業基本法は、その前文tてないて「農業従事者が他の国民各層と均衡する

健康で文化的左生活を営むととができるようにするととは、農業及び農業従事者の使命にとたえる

ゆえんであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の資務~![属する j とうたっているが、そ

の目標とするととろが、いわゆる自立農家育成のための離農促進であったから、それがどのように

包ざされるかは明らかである。よくいわれるように農民の福祉向上が基本法Kぞって兵体化され念

かったというよれそれは必然的左結果であったと考える ζ との方カ妥当であろう。それ以降、昭

和 41年の行政管理庁の「農村描祉対策に関する勧告J等の諸施策が生まれても、農民らしい農民

の福祉の向上は依然として立ち遅れている。

1 1} 6 0 是正代を中心とする日本経済の「高度成長 J は、独占資本の強蓄積の過程K他念ら~かっ

たが、それは農民の搾取と収奪を通じて行念われたために、この聞の農民の貧国化は→議深まった。

現在κなける農民の福祉の状況を端的に特徴づける念ら、@それは農民の上向的発差是の可能性が

ますます隈られ、多くの農民が没落を余儀念くさせられる左かで、従来の階層別の福祉問題が、そ

の基底部分で固定化する傾向をみせつつ、全体としては新しい担い手が生まれているととである。

零細農民の没落Kよる貧困、低所補3皆層の増大をや心K、労働力としての比震を深めた婦人、老人
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の労働過重や機械'農薬念どκよる健康被媛、長期の出稼ぎKよる児叢・家庭祷祉の破壊、老人問

題の深刻化念どのどとし社会的K不利宏条件κなかれた階層の梅幸u:問題がいよいよ深刻にでどって

いる。 4むとのよう念階層別の福祉問題の拡大を基礎花、交通事故や環境の破壊、過疎地域に典型的

κあらわれた社会的共同消費手段の絶対的不足による生活障害がひろがっているととである。

2 農民の握療と年金制度

農民の福祉の以上のよう念問題状況を最も鋭〈示している医療と年金の状況κついて検討すると

とにしょう。

日本の農民特有の王手老と疾病問題は、 fあしたκ霜をふんで野良κ出、タベは星を仰いで家K帰

るj、「四つん這い仕事jが象徴するようを過重労働とその労働の特殊性、 「百姓のーチ十めしJと

呼ばれるよう念栄養の不摂取を原因とすると説明されてきた。

とのよう念状況が、その姿と裁定する条件を変えたとはいえ、基本的には解決されず、「選択的

拡大 jや「近代化Jの進展がより顕著念部門で、健康破壊の状況は深まっている。

根~1I1lî各農地帯の中核ををす別海町は、まざし〈日本ーの酪農地帯でるるが、ととでは専業経営を

維持するためKは、すでK搾乳牛が20頭では不十分念段階K歪れ多頭化にともをう労働過重に

よって、農民の貧血率は市街地の住民のz倍に達している。道勤医協の藤井敬三医師によれば、婦

人の半数は農夫症にかかっている。ととでは婦人は、乳牛の鯛養管理労働を分担してi，~ l:J，機械化

がまだ遅れている畜舎内の作業に多〈従事している。つまり多頭化による影響を夜媛、とうむるわ

けである。

インスタント食品の酪農民への普及が包ざましい念かで、農繁期には、緑黄野菜や果物の摂取が

少念いととが明らかにされ、栄養のかたよ bがみられる。生活改良普及員は、かつてとの地区の農

業改良普及所が、労働が過撃にをるととを理由t亡、自家用野菜の栽培をとめさせた時期があったと

とを反省している O もはや農民の健康を棄にまもるためには、急速に大規模化した地域差是業のあb

方自体が問い慶される事態に立ち至っている。たしかに牧草収穫調整の労働、飼養管理労働が過重

であるということが、酪農民から自家用野菜をつくる余裕を奪っているのである。農民の貧困化は

肉体だけではをく生活についての考え方tてをでなよんでいると言える。

今まで述べてきたよう宏事態は、特K戦後一散開拓地域で顕著左傾向である。戦後の混乱した持

期t亡、厳しい入穏と人力開墾の時期を経て、直ちに、盟家資金の集中的念投資をうけたパイロヅト

ブ 7ームや戦前からとの地域に根づいていた農家と同じように多頭化競争に投ぜられたからである。

との地域では特に中農上層の農家の主婦が例外念〈健康を等している。

別海町になける酪農民を具体例として述べたが、とのよう念農民の健康被壊は、二つの点で一層

深刻である。第一代、霞民健康保検と組合健康保険の格差が存在する。間霊寒衣のは多くの農民がと

のよう念労働者との格差をあまり知らずにかけ金を払っていることであり、福祉の権利の自覚の成

長の基盤さえ未熟である。第二t亡唱国民皆保験の名のもとに保険料を納入し念がら、受けるべき医

療機関に葱まれてい念いととである。(fIジュリスト~ :) 7 2号(1 9 7 4>年10月 10臼号)は、

福祉問題を特集しているが、「生活保護をめぐる問題状況Jという箆談会で郡山社会福祉事務所の

本田久市氏もとのことについてふれている。)都市を中心Kした住民の遼動や革新自治体の努力に
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よって会菌的κ実現している老人医療費の無料化もそとでは、医療施設と底的不足のため、積極的

左様J利として享受することを許され念い。汚IJ海でも、一県程の広さに病院が 1、診療所が 3つしか

念〈、医締が岳名しかい念い。

次に、年金制度についてみてみよう。昭和晶 5年度の「 」は「老齢者は農家世帯に多い」と

述ぺ、「昭和43年では 60オ以上の老齢者が農家 100世情さきり 85入、それ以外の世帯にあっ

ては 32人」であるとしている。老人問題が、国民的課題と左り、厚生省人口払号題研究所の「臼本

の将来推計人口 Jκ よれば、昭和75年には 60才以上の人口が総人口の 19. 3 ~唱を占めるととが

予想されている、農村ではもっと深刻に在るだろう。

従来、農村の乏人問題はあまり問題とは左ら左かヴ1to ぞれは、都市の労働者が直面するようえと

社会的強制としての定年制がなく、自分の健康の状況tてふさわしい農作業を分担するという条件が、

存在したからであョた。

しかし、最近の出稼ぎ'兼業の矯加、 者都E子市信，白m句由、、‘、、、、、巴

が主霊童嬰性を1在主し、老人だけの世帯や孤老が増加するととによョて事情は一変してしまった。労働能

力を越えてを》農作業κ従事し老ければ念ら左いとh うミゼラブノレ念事態が広がっている。

前述したよう念医療の問題状況はそのまま考人民最も深刻にあらわれているのである。

{式、昭和4<"年lモ佐藤内閣が「農民;ても患給を/Jというスローガンで具体化したもの

で、一方では農村の根強い要求に:令されたものであり、縫民の老老企後保醸について企業年金と国民年年a金の格

主蓬妥主を了補1壌翼するという性格をもつものであるo(え念E主なデζのよう』κて

ζとは、閤民の社会福宅社i止土、社会保障の権利の白覚を妨t匂7也叱ているということをつけ加え念けれ判iは玄たら友い。わ

が国になける社会教育や学校教育カヰ高祉についてどれだけ間民に正しい知識を形成し、権利の自覚を

すすめてきただろうかという反省も含めてとのととが開題とされなければなら念いと考える。) さて ζの

年金制度は、老齢農業者の保護を名gとして離農Kよる農地流動イヒミエ自立経営の規模拡大という目

的を担うものであ b、給付の開始までの10数年をょうするととからも、農民の老後不安を真κ解

消するものとは念ってい左い。

3 農民の寵祉と社会教育の課題

農民の福祉問題を検討する際に、 し左ければ?をら左いことがある。第一V亡、農民自身の権利

意識の希薄性である。(本田久市氏もとの事について述べている。)そして第二に、そのこととも

結びついて、都市勤労者のようには組織化されてい左いことである。とれらの ζとが農民の生活権3)

の自覚をはばんでなれ社会福祉の権利への無関心さの土援を形成している。

農民の生活権の自覚を高めるすじ遂の一つは、労働者と農民の学習運動の発展のやに求められる。

幾業「近代化」政策とギリギリ犯対決をし念がら、自主的・民主的在地域づ(!?の追及がそとでは

行をわれている。いいかえれば農民の生活権の保障のあbかが、地域差是業の自主的・民主的蕗展の

方向と統寸悦提起されている。そしてそれが農民の生活と健康氏専門的花関わる保健婦や出舌改

良普及員の参加のもとに行念われている。

農村の社会教育活動の任務もそこに求められるο 自らの生活の改善を泌離の自主的・民主的発展

の方向と統ーして考えることのできる農民を生みだすということである。それは閉じし農村vCf，~
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けるネ士会福祉そのものの任務であるように怒われる。

(1)、 (2) 福武直「農家と社会保障Ji日本農村の社会問題 j第二章第二節 東犬出版会 1 ¥)67年

(め 生活権の概念については、渡辺洋三「憲法と地方自治Ji現代の自治体j第二主主
自治体払曜研究所 1¥)72年
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